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議案第２０２号

福岡市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年９月１０日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，住民基本台帳法の一部改正に伴い，特定非営利活動法人の設

立の認証等における当該法人の役員に係る本人確認の方法の特例について所要の改正を行う

必要があるによる。

福岡市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例

　福岡市特定非営利活動促進法施行条例（平成２４年福岡市条例第１号）の一部を次のように

改正する。

　第２条第３項中「第３０条の７第４項又は第６項」を「第３０条の１０第１項又は第３０条の１２第

１項」に，「都道府県知事（同法第３０条の１０第１項の規定により指定情報処理機関に行わせる

こととした場合にあっては，指定情報処理機関）」を「地方公共団体情報システム機構」に，

「本人確認情報」を「機構保存本人確認情報（個人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する個

人番号をいう。）を除く。）」に改める。

　　　附　則

　この条例は，平成２７年１０月５日から施行する。




